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放送政策課 御中
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住所 岡山市中山下 1-8-45 
NITクレド岡山ビル 11F

氏義 岡山エフエム放送株式会社

代表者 代表取締役 松岡 俊郎

｢携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書｣ (秦)に関し､

別条氏のとおり意見を提出します｡
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貢 行 意見の対象となる該当箇所 意見 

21頁 全行 第 3章 周波数の割り当て /2 割当て周波数の検討 / 

(3)∨-LOW､ ∨-HIGHの割当ての考え方

V-LOWを使用する放送についても受信端末は携帯電話端末を

野に入れ､ ∨-HⅠGHと同等の受信条件が確立されていることを前提に､｢全国向け放送｣と｢地方ブロック向け放送｣の周波数帯域の割り当てを提案して頂きたい . 

視 

23-24頁 23頁最終行

-24頁全行

第 3章 周波数の割り当て /2 新たな周波数割当て方法

の検討 / ( 2)｢地方ブロック向け放送｣の扱い

地方ブロック間の連携及び採算性のある事業として成立させるた

め､ブロックの区分けについては全国的な連携を可能とする事業の申請を基本とする制度の整備を強く望む . 者

デイア放送の新規性の観点から好ましくないことから､例

ば､事業者の比較審査の際に新規コンテンツを盛り込ん放送を多く有する者を優遇すること等も考えられる ○

え

だ

ンテンツの工夫については事業者審査の中で評価を与えるべきで

ある o




